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株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ 

 
当行は下記のとおり株主優待制度の内容を変更（拡充）することといたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．株主優待制度変更の目的 

株主の皆さまの日頃からのご支援に感謝するとともに、株主の皆さまにより多く、より長く当行株式

を保有していただき、北海道の特産品を通じて北海道の魅力を感じていただくことを目的に本制度を導

入しております。 

2024年 1月の NISA（少額投資非課税制度）拡充に伴い、個人投資家を中心に資産形成への関心が高ま

っていることを受け、より当行株式への投資魅力を高め、より多くの皆さまに当行グループの持続的な

成長に向けてご支援をいただくことを目的として、本制度を変更（拡充）いたします。 

 

２．株主優待制度変更の内容                                    

（下線部：変更箇所） 

項目 変更前 変更後 

保有株式数 2,500 株以上 1,500 株以上 

ご優待内容 北海道の特産品 
1,500 株以上 2,500 株未満：北海道の特産品 

2,500 株以上：北海道の特産品・ホテル等宿泊（補助）券 

基準日における

継続保有期間の

判定方法 

（1） 1 年以上継続保有とは、

基準日の前年の３月 31

日、基準日の前年の９月

30 日および基準日（該

当年の３月 31 日）の株

主名簿に同一株主番号

で連続して記録されて

いることといたします。 

 

（2） 5 年以上継続保有とは、

基準日の 5 年前の３月

31日から基準日（３月31

日）までの間の３月31日

および９月 30 日の株主

名簿に同一株主番号で

連続して記録されている

ことといたします。 

（1） 1 年以上継続保有とは、基準日の前年の３月 31

日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日および基準

日（該当年の３月 31 日）現在の株主名簿に同一株

主番号で連続して 5 回以上記録されていることとい

たします。  

（2） 5 年以上継続保有とは、基準日の 5 年前の３月 31

日から基準日（該当年の３月 31 日）までの間（以下

「継続保有判定期間」といいます。）、毎年３月 31

日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日現在の当行

株主名簿に同一株主番号で連続して 21 回以上記

録されていることといたします。なお、2025 年 3 月

31 日以前の株主名簿には 6 月 30 日および 12 月

31日の記録が存在しないため、継続保有判定期間

に 2025年 3 月 31日以前の期間が含まれている場

合、当該期間については、同一年の 3月 31日およ

び 9 月 30 日の株主名簿に同一株主番号で連続し

て記録されていれば、同年の 6 月 30 日および 12

月 31 日現在の当行株主名簿にも同一株主番号で

連続して記録されていたものとみなします。 

 ※保有期間（1 年以上/5 年以上）および基準日（3 月 31 日）には変更ありません。 

 ※基準日における継続保有期間の判定方法変更は、四半期配当制度導入に伴う株主判定基準日追加によるものです。 



 

３． 変更（拡充）後のご優待内容 

保有株式数 継続保有期間 優待品 

1,500 株以上 2,500 株未満 

1 年以上 5 年未満 
2,000 円相当の 

北海道特産品を贈呈 

5 年以上 
3,000 円相当の 

北海道特産品を贈呈 

2,500 株以上 5,000 株未満 

1 年以上 5 年未満 

3,000 円相当 

北海道特産品・ホテル等宿泊（補助）券 

カタログからいずれかお一つ選択 

5 年以上 

6,000 円相当 

北海道特産品・ホテル等宿泊（補助）券  

カタログからいずれかお一つ選択 

5,000 株以上 

1 年以上 5 年未満 

6,000 円相当 

北海道特産品・ホテル等宿泊（補助）券  

カタログからいずれかお一つ選択 

5 年以上 

9,000 円相当 

北海道特産品・ホテル等宿泊（補助）券  

カタログからいずれかお一つ選択 

 

４． 適用開始時期 

変更内容によって適用開始となる基準日が異なります。適用開始時期は以下の通りです。 

(１) 保有株式数の変更及び基準日における継続保有期間の判定方法 

→ 2026 年 3 月 31 日を基準日とする本制度より 

(２) ご優待内容への「ホテル等宿泊（補助）券」の追加 

→ 2027 年 3 月 31 日を基準日とする本制度より 

※2026年 3月 31日を基準日とする本制度においては、従前どおり優待品は北海道特産品のみとなります。 

 

５．その他 

上記の内容は、今後見直しとなる可能性があります。株主優待制度の詳細につきましては、当行ホームページ

でご案内しております。 

ホームページURL：https://www.hokuyobank.co.jp/ir/shareholder/benefits.html 

 

 

以 上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社北洋銀行 経営企画部 経営管理グループ 黒江・門脇  電話 011-261-1315 

https://www.hokuyobank.co.jp/ir/shareholder/benefits.html

